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午前９時００分開議

○議○（ ○ 良幸君） おはようございます。再開します。

ただいまの出席議員数は９名であります。定足数に達していますので、第１０６回神

河町議会定例会第４日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。

それでは、早速議案の審議に入ります。

・ ・

日程第１ 第１５号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第１、第１５号議案、神河町立学校通学費等の支給に関す

る条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

審査を付託しておりました総務文教常任委員会の審査報告を求めます。

三谷克巳委員長。

○総務文教常任委員会委員○（三谷 克巳君） 皆さん、おはようございます。総務文教

常任委員会委員長の三谷でございます。

それでは、３月７日の本会議において、総務文教常任委員会に審査を付託されました

第１５号議案、神河町立学校通学費等の支給に関する条例の一部を改正する条例制定の

件の審査報告をいたします。

委員会を３月１０日に開催し、適正な事務執行、それから行政成果、負担の公平性と

いった観点から審査を行いました。採決の結果、委員全員の賛成により、当委員会とし
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ては、原案のとおり可決することに決定しました。なお、討論はありませんでした。

次に、審査の過程におけます質疑応答などの内容を報告しますので、審査報告書の２

ページ以降を御覧いただきたいと思います。

審査に当たり、神河町立学校通学費等の支給に関する条例の一部改正に伴う課題、協

議の内容の配付、説明を受けております。なお、この資料はタブレットにも掲載をいた

しております。

その資料の内容、徒歩通学４キロメートルの見直しの経緯でございますが、平成２４

年度に学校統合に際して検討を行い、現状維持の結論を出しましたが、関係保護者の理

解が得られなかったので、通学距離問題は継続して検討していくことになりました。そ

して、平成２５年度に保護者等から意見聴取を行い、全小学校とも現状を維持する考え

にまとまりました。理由としましては、登校班による集団登校には教育的意義があるの

で大事であり、また、体力づくり、精神力、忍耐力の向上にもつながり、地域の見守り

もあるので、地域の支援を大切にしたいとのことでございました。このことにつきまし

ては、議会の総務文教常任委員会でも説明され、また、各区にも報告はされています。

そして、平成３１年に新たに保護者から通学方法の見直しの要望があり、これを受け

て検討をしてきました。少子化が進む中で、統合当時の考え方からより安全安心を重視

する社会的状況に変わったこともあり、１人通学の距離をできるだけ短くするような検

討や、徒歩通学距離の設定を撤廃して希望制にするなどの検討を重ねてこられました。

検討した結果、バス通学は対象者の通学距離がおおむね４キロメートルを超える園児、

児童に対して決定し、距離の確定は、第１段階として４キロメートルを超える行政区を

割り出し、第２段階として実際の通学路を測定し、４キロ地点を基準に住居の集合状況

により手前数百メートルを境として範囲を確定します。これがおおむね４キロメートル

ということになります。登校班については、バス通学と徒歩通学に分かれるので、徒歩

通学する園児、児童数が減るので、隣接する行政区との合同で登校するなど登校班編成

の調整が必要になるので、保護者と調整をしていきます。今回の該当区域、３区域にな

りますが、ここをバス通学に変更しますが、児童、保護者の希望があれば徒歩通学でも

できるよう選択制としています。徒歩通学の安全性の確保については、今回の該当区域

に限らず、全町的に１人通学の安全性を確保するために、今後も検討が必要であるとの

結論に達しております。

続いて、審査過程におきます質疑の内容を報告します。最初に、バス通学に変更する

ことによって１人通学をする距離が長くなる事例もあるので、今後、バス路線のルート

の変更も含め、個々の実態を踏まえ、児童の安全を十分に配慮した検討をお願いしたい

との要望に対しまして、自宅からバス停までの距離が長い箇所については、バス路線の

ルートの検討や協議をしていきたいとの回答でございました。

次に、平成３１年に徒歩通学の見直しの要望が出てきた背景についての質疑に対しま

して、重たいランドセルを背負って通学することによる体力の消耗、疲れて授業に集中

－２１５－



できないことや１人通学の防犯面での危惧があるので、改善を要望されるものだったと

の答弁でございました。

次に、今後の全町的な１人通学の安全確保、安全対策についての質疑がございまして、

答弁では、日頃から学校でも自分自身がしっかりと安全を守る、上級生と一緒に帰るこ

とに取り組んでいるとのことでございました。また、各学校に見回り用の車を配置し、

登下校の状況をパトロールしています。また、地域の見守り隊が一緒に歩いていただい

ており、登下校の安全が確保できています。今後、補導関係、青少年健全育成などの各

団体にもお願いして、子供を見守る協力体制をつくっていきたいとのことでございまし

た。

次に、バス通学と登校班による徒歩通学の下校時の現状についての質疑がございまし

た。回答では、下校については低学年は高学年が終わるまで放課後プランで学校に残り、

できるだけ上級生と一緒に帰っています。また、学年ごとに分かれたときには、できる

だけ教師が付き添ったりパトロールなどをしているとの回答でございました。

続いて、登下校時の地域、団体、警察の見守り状況についての質疑がございまして、

老人クラブに見守りをしていただいている地域や、登校時には保護者が付き添っている

場合、また、警察官が所定の場所で見守りや巡回をしてもらっているとの答弁でござい

ました。

なお、今回の改正内容は、今後、保護者等に説明をしていくことになりますが、地域

の実情や児童数も違うので、今後のことも含めて丁寧な説明を要望しております。

以上、概要報告をしましたが、質疑応答の詳細な内容については審査報告書に記載し

ておりますので、御覧いただきたいと思います。

これで、第１５号議案、神河町立学校通学費等の支給に関する条例の一部を改正する

条例制定の件の審査報告を終わります。

○議○（ ○ 良幸君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。御苦労さまでした。

これより討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。討論を終結します。

これより第１５議案を採決します。本案に対する委員長報告は、原案可決であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第１５号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・
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日程第２ 第１９号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第２、第１９号議案、令和３年度神河町一般会計補正予算

（第８号）を議題とします。

審査を付託しておりました総務文教常任委員会の審査報告を求めます。

三谷克巳委員長。

○総務文教常任委員会委員○（三谷 克巳君） ２番、総務文教常任委員長の三谷でござ

います。それでは、第１９号議案、令和３年度神河町一般会計補正予算（第８号）の審

査報告をいたします。

３月７日の本会議において、総務文教常任委員会に審査を付託されましたこの第１９

号議案につきましては、第１５号議案と同様、委員会を３月１０日に開催し、行政成果、

財源の確保、適正な事務執行、負担の公平性、費用対効果といった観点から審査を行い

ました。採決の結果、委員全員の賛成により、当委員会としては、原案のとおり可決す

ることに決定しました。なお、討論はありませんでした。

次に、審査の過程におけます質疑応答の内容について報告しますので、審査報告書の

５ページを御覧ください。

最初に、固定資産税の現年分の増額要因は関西電力株式会社の償却資産の増によるも

のでしたが、その内容についての質疑があり、答弁では、５月末に通知があった大臣配

分によるものが分 １００分、それから、新分分ロ分分分ルス分分分の分分による償却

資産の減免分が見込みより少なかったことによるものが分４００分円とのことでござい

ます。

続いて、大臣配分通知が５月にあったので、早い段階で補正をしておけば一般財源と

して有効に使えたのではないかとの質疑がございまして、確定したものは補正財源とし

て有効に活用していきたいが、税は年間を通じて増減があるので、慎重に対応している

とのことでございました。

次に、人生いきいき住宅事業補助金で、住宅改修等助成費の申請件数が減った理由に

ついての質疑があり、住宅改修助成は９月補正で増額していたが、住宅改修の改修時期

を遅らせる理由で３件のキャンセルが出たとのことでございます。制度の周知について

は広報等でも紹介し、またケアマネジャーを通じてＰＲもしているとの回答でございま

した。

次に、大学連携地域活性化事業で、連携予定の大学が４校から２校に減った理由につ

いての質疑があり、分ロ分禍の中で学生の派遣等が思うようにできなかったことと、大

学との交渉がうまく進まなかったとのことでございました。なお、３年度に連携した大

学は兵庫県立大学大学院経営研究科で、１６年間神河町で地域づくり事業活性化の提案

をしてもらっております。もう１校は神戸情報大学院大学で、２年度からＩＣＴを活用

した地域課題解決、国際交流で研究をしてもらっていることで、この事業は今後も続け

ていきたいとのことでございました。
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次に、児童手当を５００分円減額した要因と令和３年度の出生見込み数についての質

疑があり、３年度の出生見込み数は４６人で、２年度の５８人と比較して１２人減る見

込みとのことでございます。この出生数が減ることが主な減額の要因との答弁でござい

ました。

次に、中播北部行政事務組合負担金、クリーンセンターの分でございますが、これの

減額の内減についての質疑があり、減出では、ごみ減集等の業務委託料が ０００分円、

ＲＲＲのＲ上の修Ｒ工事が１１５分 ０００円、減集ＲＲ車の入Ｒ減が１４６分 ００ 

０円、測０・地質調査委託料で１７５分 ０００円、生活０境調査委託料で３４０分 

０００円、００可申請関係の委託料が１０２分 ０００円の減額があり、一方、減入で

は、前年度はは金が ２８９分 ０００円と増えており、ははきで ２５９分 ０００   

円の減額になったとの答弁でございました。

次に、多面的機能支払交付金の減額理由についての質疑がございまして、答弁では、

広域化に参加した組織には長寿命化交付金の単価が９５％で交付され、未加入の組織に

は７５％で交付されたことにより、総額を減額するとのことでございました。また、広

域組織には３５組織中９組織が未加入ですが、加入しない理由としては、平成１９年度

からこの事業を実施してきており、自ら事務処理ができることと、交付金を自らの裁０

で使いたいとのことでございます。一方、広域組織の事務局は、半期での事務処理や、

実施状況報告時期には２６組織の分の書類が一度に出てくるので忙しい状況にはなって

いますが、報告書類の指導もしており、会計検査等に対応できる報告書類が作成できて

いることは評価しているとのことでございました。

次に、本会議で質疑があった強い農業・担い手づくり総合支援交付金で、満たすこと

ができなかった要件についてでございますが、申請要件には大きく７項目があり、各要

件の達成状況がポ分ント化され、合計ポ分ントが高い順に採択される仕組みになってい

るとのことで、今回は個人の０定農業者がトラクター購入の補助申請をしておりました

が、７要件のうち経営面積の拡大等の３要件は満たしておりますが、法人化助成農業者

等の４要件を満たすことができず、合計点数が１３ポ分ントという結果になったとのこ

とです。今回の採択者の最低点は、合計ポ分ントが１６ポ分ントで、３ポ分ントのはで

不採択になったとの説明でございました。なお、この事業は国の事業なので、ポ分ント

の順位は全国一律で並べられるとのことでございました。

次に、分ラ枯れ対策業務委託料を減額しているが、この対策事業は道路や家Ｒに危険

を及ぼす箇所の木を伐採、薫蒸するものですが、町内に危険な分ラ枯れの木が残ってい

ないかとの質疑がございまして、分ラ枯れ被害が発生した場合は県に報告するので、全

ての現場を見て回り、民家の近くなどで危険だというものの対策をしているので、民家

等に危険を及ぼす木は対処できているとの答弁でございました。

続いて、分ラ枯れが広範囲に発生してる山中での対策についての質疑がございまして、

発生した場所は将来そこが空洞になってしまうおそれがあり、県は植生を回復しなけれ
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ば土砂災害等につながる危機分を持っており、分ラ枯れの跡地で植生の回復をするため

の調査、実験等を行っていると聞いているが、詳細な情報は分からないとの回答でござ

いました。

次に、水産活性化事業補助を２団体に行っていない理由についての質疑がございまし

て、２団体から新しい取組の申請がなかったとの答弁でございました。

次に、峰山高原の附帯施設、道路の除雪は、黒路面、アスファルトまで除雪する、こ

の管理が原則なので、前半は黒路面管理がされていたが、後半は白路面管理、圧雪した

雪が残るという状況です、の管理になって、渋滞も発生し、お客様に迷惑をかける状況

もあったが、白路面管理になった理由についての質疑がございまして、答弁では雪がな

い黒路面の状態になる除雪作業を心がけ、初心者でも峰山高原に上れる状態を保つとい

うことで、株式会社ＭＥリゾートとも話をして除雪作業に努めてきましたが、今シーズ

ンは降雪が続き、朝、除雪したにもかかわらず雪が積もり、対応し切れなかった、また、

道路に融雪剤をまいた後、重機で除雪する方法を取っていたが、積雪した後に融雪剤を

まいたときは、冬装備をしている車でも雪がタ分ヤに絡みつかない状態になり、車が上

れない状況も出てきました。冬装備をしている車であれば圧雪している雪のほうが上れ

るので、途中から除雪方法を変えたとのことでございました。シャトルバスの有効利用

なども含めて、今年度の反省点をまとめ、来シーズンにつなげてもらうように要望をし

ております。

次に、ＩＴ事業・分ワーキングスペース開設支援事業の申請を見送った理由について

の質疑があり、新分分ロ分分分ルス分分分等の状況下において事業計画の見直しが必要

になり、事業実施を見送りたいとの申出があったとの答弁でございました。

次に、消防団員の次次報償金５１１分 ０００円の減額内容についての質疑があり、

回答では、当初予算で４５減以上の定年次団者３１名分を計上していたが、定年次団者

が１７名、そして、中途次団者が１１名の合計２８名の次団があり、不用額を減額した

とのことでございます。また、消防団員が減少していく対策として、消防団員の補助的

な役割を果たす機能別消防団員の検討をしているとのことでございました。

以上、質疑応答の概要報告をいたしましたが、これ以外の質疑応答、詳細な内容につ

いては審査報告書に記載しておりますので、御覧いただきたいと思います。

これで、第１９号議案、令和３年度神河町一般会計補正予算（第８号）の審査報告を

終わります。

○議○（ ○ 良幸君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。御苦労さまでした。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕
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○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。討論を終結します。

これより第１９号議案を採決します。本案に対する委員長報告は、原案可決でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第１９号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

○議○（ ○ 良幸君） 次の日程に入る前に、第２２号議案及び第２９号議案について、

経過を説明いたします。

第２２号議案及び第２９号議案については、３月３日の本会議において町長から議案

の上程がされ、提案説明がありました。３月７日の本会議においてそれぞれ質疑を行い、

本日、討論と採決を行うものでございます。

それでは、日程に戻ります。

・ ・

日程第３ 第２２号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第３、第２２号議案、令和３年度神河町介護保険事業特別

会計補正予算（第４号）を議題とします。

本案に対する討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。討論を終結します。

これより第２２号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第２２号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第４ 第２９号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第４、第２９号議案、令和３年度公立神崎総合病院事業会

計補正予算（第４号）を議題とします。

本議案に対する討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。討論を終結します。

これより第２９号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第２９号議案は、原案のとおり
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可決しました。

○議○（ ○ 良幸君） ここで暫時休憩します。再開を９時４０分といたします。

午前９時２７分休憩

午前９時４０分再開

○議○（ ○ 良幸君） 再開します。

・ ・

日程第５ 一般質問

○議○（ ○ 良幸君） 日程第５、一般質問であります。

町の一般事務について質問の通告を受けておりますので、ここで順次０可します。

なお、議会Ｒ営基準第９１条及び第９１条の２の規定により、質問は１要旨１問ごと

に行い、質問方式は一問一答で行うこととしております。

また、議員１人につき、質問、答弁合わせて６０分以内となっております。終了１０

分前と５分前にはブザーを鳴らして、６０分を過ぎると、質問中、答弁中にかかわらず

ブザーによりお知らせし、議長より発言を止めます。

議会基本条例第１２条第１項においても、会議における議員の質問は、町政上の論点

及び争点を明確にするために一問一答方式でこれを行うと定めております。

同条第２項では、質問の要旨及び論点を明確にするためのものに限り、町長等は、議

長の０可を得て議員の質問に対して反問することができると、議員に反問することがで

きることを０めております。

また、同条第３項では、議員及び町長等は、限られた時間内で効率的に論議を深める

ための心構えとして、発言に当たって要旨を簡潔に述べるよう努め、いたずらに時間を

費やすことは慎まなければならないと定めております。

いずれも会議の活性化を図るためのものですので、念のため、ここで申し上げておき

ます。

それでは、通告順に従いまして、５番、吉岡嘉宏議員を指名します。

吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） アクリル板がございますので、マスクを外させていただ

きます。このたびは、２点について一般質問をさせていただきます。

まず１点目、まきストーブ、ペレットストーブ購入補助制度の創設はどうかというこ

とでございます。

お手元の資料に少し加筆して読ませてもらいます。２０５０年カーボンニュートラル

の実現に向けて、政府は今後、化石燃料を使わないことを目指す地球温暖化防止対策に

様々な分野で取り組んでいます。山名町長の昨年１１月の町長選の公分にも、町の面積

の８７％を占める山林を使った脱炭素化へのチャレンジというようなものがございまし
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た。

そこで、町長も着眼をされている豊富な森林資源を活用し、化石燃料を使わないまき

ストーブ、ペレットストーブの普及を進めるというのはどうでしょうか。このことがＣ

Ｏ２ 排出抑制の一助となる施策であると思います。

兵庫県の制度としまして、西播磨管内の各市町、これは相生市、たつの市、赤穂市、

宍粟市、太子町、上郡町、佐用町に住所を有する個人、法人に対し、設置費と購入費、

購入費というのは１分 ０００円以上の未使用購の実支出額の２分の１以内、上限１２

分を補助する制度がございます。さらに、宍粟市におかれましては、上限２０分円以内

の補助とし、県の補助金を除いての補助ということをしています。

神河町でも宍粟市と同様の制度を創設すべきではないかと考えますが、いかがでしょ

うか。

○議○（ ○ 良幸君） 山名町長。

○町○（山名 宗悟君） それでは、吉岡議員の御質問にお答えさせていただきます。

御紹介いただきました兵庫県事業は西播磨木質バ分オマス利用活動支援事業のメニュ

ーの一つで、森林所有者が自ら実施する小規模な森林整備を推進するため、伐採された

木材を買い取る木の駅のＲ営支援と対となり、利用促進を図るためのものです。また、

宍粟市の事業は、温暖化ガス削減とエネルギー自給率向上を目的とし、前述県事業との

併用が可能となっています。

西播磨県民局に問い合わせたところ、現時点の令和３年度の利用は１８件で、宍粟市

では７件の利用があり、ペレットストーブよりもまきストーブでの利用が多いようでご

ざいます。

地球温暖化対策、ＣＯ２ 排出抑制に我が町がどう取り組むかは、今議会で承０されま

した神河町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）にお示ししているところです。同計

画の基本施策１、エネルギーの脱炭素化では、取組④で森林バ分オマスの利活用検討、

これは９４ページに掲げておりまして、木質ペレットストーブやまきストーブの普及推

進に触れております。また、基本施策７、森林吸減０の増強、ページで言いますと１０

５ページでは、健全な森林の整備、保安林等の適切な管理、保全のほか、建築物の木造、

木質化、地場木材の利用促進に向けた支援を掲げております。

植物は、昼間は光合成をして酸素を放出し、夜は呼吸をして二酸化炭素を放出いたし

ます。樹木も同じでございまして、樹木は光合成により酸素を放出すると同時に、吸減

した二酸化炭素を炭素として蓄え、大きくなってまいります。これが木の成長でござい

ます。杉、ヒノキ林の成長率は、植栽から１５年生までの間が最大で年間１０％前後、

以降、年ごとに成長率は下がり、３０年生では３％前後、６０年生では分⒈３から⒈４

％、１００年生では５から７％となります。つまり、同じ面積であれば若い森ほど

盛んに成長し、二酸化炭素の吸減率が高いとも言え、そのためにも、山の再生、とりわ

け皆伐し植栽するという循０の仕組みづくりが重要と考えています。
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いずれの取組も、令和４年度最重点施策である神河将来ビジョンで描くべき５０年後

の山の姿を分メージする上で不可欠な要素であるとともに、ビジョンが描く山の姿と整

合する必要があることから、来年度策定する神河将来ビジョンで５０年後の町の青写真

を明確にする中で、そこに近づくための手段の一つとして取り組むべき課題と考えてい

ます。

以上、吉岡議員の御質問の回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ５番、吉岡です。回答ありがとうございます。

この質問、考えたのは、地域住民の声がございまして、ある住民の方とお話があり、

おうちのほうにもお邪魔させていただいたわけです。ペレットストーブをお持ちでござ

いましてね。話をする中で、神河町の特徴である山林、これを有効活用するために、も

ちろん間伐事業もされてるけども、ひとつ、まきストーブ、ペレットストーブの推進を

するいうことで、今言いました地球温暖化防止にもなるし、化石燃料のストーブは今後

なくしていくというような形になってくるんだから、調べると、西播磨管内にも県が補

助をし、やっていると。中播磨管内は、神河町、スキー場があるぐらい寒いのに何で補

助がないんだと、こういう話でありました。この辺は地元の上野県議にもお話をし、相

談もさせてもらいました、正直言ってね。なかなか、もちろん働きかけもするけども、

とにかく宍粟が町単独事業でやっておるんだから、同じように神河町でもやるべきでは

ないのかなというような議論なんかをしました。

そして、話が長くなって悪いんですけども、まきストーブ、これ５０分円ぐらいのま

きストーブでしたね。あるおうちに、前から目をつけていたおうちがあって、大きな暖

炉があって、煙突がきれくって、お邪魔しました。知り合いです。入って、すごいまき

ストーブやなあと、材料どうしとんやっていう話になったんですね。これが面白い話で

あって、いや、昔、分け山をして、区の山をみんなで分けてくじはをして浅木を持って

帰る、雑木ですね、持って帰る。切ったもんを、僕らは方言でばいた言うたりしてまし

たけどね。太い丸木ですね。ばいたにするんやと。そこで持って帰って軽トラで行って、

際まで行って、自分とこの山上がって浅木を切る、雑木を切る。それで、持って帰って

まき割りをする。これが体にもええし、山の再生ね、切ることによって、次、新しい浅

木が生えてきて、芽が出る。それを鹿が食べる。獣害対策にもなるしいうような話、な

るほどなあという話で、そのことも話してたんですけども、昔、分け山をすると、取り

合いのように木を切りに行って風呂でくべていた。風呂の材料はガスや電気じゃなかっ

たです。木ですね。浅木でした。栗の木とかね、切りまして。そのことで木の活性化、

山林の活性化が行われて、今みたいに、もう最悪熊が出てくるような、こんなこと、昭

和４０年頃やったら考えられなかったことです。そういった中で、ぜひこういうことを

してほしいなというふうに思います。

それから、私の話が長くて悪いんですけども、例えば加西市、これ、昨日調べたとこ
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なんですけど、令和４年度予算で、加西市脱炭素化設備等導入促進補助金制度いうのを

つくってました。これ、加西市、ふるさと納税、絶好調ですね。これが背景にあって、

財源があるからやるとは思うんですよ、思うんですけども、これはでかい話で、省エネ

設備、再生可能エネルギーで、事業者が自分とこの工場をそれで賄うんだよというよう

な、自分とこの持ってる再生可能エネルギーで、例えば太陽光発電で事業所の電気を賄

うんですよというときに、最大 ０００分の補助をするというようなことをぼんと出し

てます。今言ったように、大きな財源ができたんで大盤振る舞いをできると思うんです

けども、しかし、この２０５０年カーボンニュートラル、脱炭素化に向けて、近隣の加

西市、すごいなというふうに思いました。まねをしろとか、金額でかいんで非現実的と

は思うんですけども、今言いましたように、宍粟市の持ってるこのストーブの補助金、

ペレット、まきストーブの補助金制度、せめてこれは、僕はもうやるべきだなというふ

うに思います。

先ほどの町長の課題で、将来の主眼の一つとして取り組むべき課題ということで回答

書の後ろから２行目に書いてありますんで、期待はしておるんですけども、その辺、再

度、町長のほうから、山の再生、将来ビジョン、５０年先の山の再生についてもうちょ

っと詳しく言っていただくのと、できましたら、補助制度、前向きにやりますよって言

ってもらうとうれしいんですけども、山の再生について、将来ビジョン、どういうよう

なことがあるか、お考えをお聞きしたいなと思います。お願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 山名町長。

○町○（山名 宗悟君） ありがとうございます。まず、この令和４年度に策定をいたし

ます神河将来ビジョンについて、ここは、何回も言っておりますように、分９割を占め

る山林、そして残りが農地であるという、そういった中で、地域創生も含めて持続可能

な神河町のまちづくりを、やはりこういう町であることによって持続可能な神河町が築

けるという、そういったことを皆さんと共にビジョンをつくり上げていきたいというふ

うに考えております。

そのためにも、山の再生というものは絶対にやらなければいけない。その中には、先

ほども１回目の答弁で申し上げましたように、国が掲げているカーボンニュートラルと

いう大きな目標がございますし、また、２０３０年を目標としておりますＳＲＧｓ、そ

して、神河町としてはクールチョ分スな町宣言もさせていただいているところでござい

ます。そして、カーボンニュートラル２０５０と併せて、今、全国の自治体で脱炭素自

治体の宣言もされているところでありまして、神河町としても、クールチョ分スな町宣

言と併せてそこに向かっていくための計画もつくらせていただいているわけでございま

す。

そのように考えますと、１回目の回答の一番最後に申し上げましたまきストーブ、ペ

レットストーブ、こちらのほうは取り組まなければいけない課題であるという答弁はさ

せていただきましたが、私は絶対に避けて通れないというか、積極的に取り組むべきも
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のであるというふうに捉えておりますので、早急に具体化をしていかなければいけない

という意識でございます。しかしながら、それはやるとして、もう少し町民の皆様方に

御理解をいただく、みんなで一緒にやっていこうじゃないかという、そういった機Ｒを

高めるためのビジョン策定でもありたいなというふうに思っております。過去に生ごみ

処理をする上において、町内の皆様方の御協力をいただいて、そういった生ごみに対す

る委員会も設置していただいて、そして、共通理解をできるだけ広めていく中で、生ご

み処理機の購入に向けた神河町独自の補助事業も策定をさせていただいたところではご

ざいますが、そういったことが重要かなというふうに思っております。しかしながら、

いつまでもだらだらするわけではなくて、やっていかなければいけないことは分かって

いるのであれば、できる段階から先行してやっていく、その上で機Ｒを高めていくとい

うことも必要であろうというふうに考えております。

いずれにしても、二酸化炭素の吸減、しっかりと神河町はやっているわけでございま

す。なぜなら、森林が分９割を占めているということでありますので、神河町における

カーボンニュートラルというものは、２０５０年ではなくて、もっと早い段階で達成す

るというような実態でございます。逆に、吸減し過ぎていうような状況でありますので、

そういった利点も含めて、これからの町の山の再生、そして将来ビジョンにつなげてい

きたい。

あと、山の再生をするためにどういったことがあるのかということでございます。そ

れは昨年の町長選挙の中でも、マニフェストの中にもうたわせていただいたところでご

ざいますが、バ分オマスというこの部分についてしっかりと取り組んでいかなければい

けないというふうに思っておりますし、今、これからの木材需要というところも、かな

り国産材の需要も高まってきているということがございます。

また、今、分ロ分禍というふうな中での分ッドショックという、そういった状況もあ

るんですが、私としては、隣の岡山県の西粟倉村の百年の森林構想もあるんですが、そ

ういった視点に基づいて、神河町内でできることであれば、この神河で完結していきた

いなというふうな思いは持っております。というのは、乾燥施設も神河町にあったらい

いなと、そうすることによって材を出してきて、その材を乾燥させて加工して、そして

製購として販売していく、そういったことが自己完結できれば、非常に循０分、山の再

生につながるのではないかなと、そのように思っております。これは理想形として意識

をしながら問題提起していきたいなと。この部分について、町内の木材業者の皆様方と

共に、覚悟ができればすばらしいものができるのではないかな、そのような思いを持っ

ております。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ５番、吉岡です。すばらしい回答、僕はもろたというふ

うに思っています。

今の町長の話の中でいいなと思ったのは、町民の機Ｒを高める、このキーワードがす
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ごく私は気に入ったというか、分銘を受けましたね。どういう形になるか分かりません

が、国より早いカーボンニュートラルを神河町はやるんだということで、計画書のほう

もできてます。中身も見ました。そういうことであるならば、先ほどの町民の機Ｒを高

めるというところで、例えば、どういう形になるか分からないですけども、パワーポ分

ントを使った公民館回り、こういうようなこともやらないと機Ｒは高まらないというふ

うに思いますんで、ひとつ、そこら、頭の片隅に置いていただいて、今後、神河町、カ

ーボンニュートラルに向けて、そういう取組でお願いしたいなというふうに思います。

非常に早いですが、納得したので、次の質問に行きます。

次、水道料金の値下げはできないものかというところであります。これ、原稿を一部

変えました。上下水道課長とも話をしまして、私が料金計算のとこで５０立米、５０ト

ンいう想定してましたが、これが計算、２５トンにしないと福崎町と合わないというこ

とで、原稿を変えます。読みます。申し減ないですけど、議員の皆さん、見え消し訂正

等をお願いします。

水道料金の値下げはできないものかという質問で、神崎郡内３町の料金を調査すると、

口径１３ミリの水道管で１か月５０立米、これを２５立米、水ですからトン換算できま

すんで、２５トンとも言えます。２５トンを使用した場合、福崎町 ６１０円、これ合

ってます。市川町 ９１０円、これを２５トンに変えましたから、 ３４０円。神河町、 

１分 ２３０円、これも２５トンに変えましたから ４５０円という１算結果になりま 

した。水道事業、下水道事業は独立採算制であるため、水道の使用料により施設費や資

材費の経費を賄うことが原則です。神河町は町の面積が広いため、水道事業を行うため

には水源地、水道施設が点在せざるを得ず、その結果、分ストが高くつき、水道料金が

他市町より高くならざるを得ないということは理解していますが、１つ目として、料金

値下げのための施策の検討はどうでしょうか。例えば広域化等についていうことで、お

尋ねをします。

○議○（ ○ 良幸君） 山名町長。

○町○（山名 宗悟君） それでは、吉岡議員の御質問にお答えさせていただきます。

水道事業は、住民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないラ

分フラ分ンであり、水道料金の値下げは町民の皆様の大きな願いだと０識しております。

一方、町民の皆様に安心で安全な水を提供するために、水道料金は町民の皆様の使用料

と一般会計からのは入れを行いながら、供給サービスの対価として料金を設定しており、

町域の地形、水道施設の更新などの水道事業を取り巻く状況などを鑑みた分ストから考

えますと、適正な料金と考えております。当町のいろいろな施策により、給水戸数、給

水減益はほぼ横ばいですが、将来の人口及び昨今の節水機器の普及から、近い将来には

給水減益も下降する傾向にある状況でございます。将来にわたり安定的に水道事業をＲ

営、経営するためには、現有の資産や減益的減支で生じる利益について留保しなければ

ならない状況でございます。以上のことから、水道料金のは下げについては困難なもの
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と考えております。また、施設の耐震化、とりわけ配水管は耐用年数が経過したものが

分４３％と更新がはし迫っており、今後の更新費用の増加が見込まれております。この

ような状況下で、安心で安全な水を安定的に供給できるよう努力しているところでござ

います。

質問にございます料金値下げのための施策の検討ですが、平成３０年に水道法の改正

があり、水道の基盤強化が目的に追加され、その水道基盤強化方針が強く押し出されて

います。また、その手段として、広域連携、民営化等が提唱されており、各都道府県に

は令和４年度までに水道事業連携実施計画の策定が義務づけられました。現在、県下で

は８つのブロックに地域協議会が設置され、連携実施計画の策定に取り組んでおります。

当町は中播磨ブロックに位置づけられ、姫路市と神崎郡３町による協議を進めていると

ころでございます。この中播磨ブロックでの広域連携はもとより、隣接する市町と協議

を重ね、水道料金のは下げにつながる取組を続けていきたいと思っております。

詳細については、この後、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしくお願い

いたします。

○議○（ ○ 良幸君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課○（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。それでは、私のほう

からは、水道事業の広域連携について、現状の取組を説明させていただきたいと思いま

す。

県主導により中播磨ブロックで協議を進めていますが、料金格はがネックとなり、広

域化へのビジョンは進んでいない状況にあります。このような中、隣接町の市川町は加

西市に供給を行っていましたが、加西市が市川町からの供給を県営水道に切り替えられ

ることにより大きく給水減益が減ることになり、大変危機分を持っておられ、広域連携

に当町と同じく前向きであります。前向きな町同士、何かできることがないか２町間で

検討を重ねまして、来年度から水道資材等の共同発注に取り組むこととしております。

共同発注は、入Ｒ、見積りを２町分で行うことにより発注０が増えますので、少しでも

単価が抑えられるのではないかと思っております。この共同発注は県下の他のブロック

でも実施をされておりまして、１０％程度購入単価が下がったという実例もございます。

令和４年度の実績により、福崎町、姫路市にも参加を勧めていきたいと思っております。

また、隣接市の朝来市とも広域連携の検討を進めております。両市町とも町境のすぐ

近くまで水道本管が来ていますので、比較的接続は簡単ではないかと思っております。

朝来市も将来人口を見ますと大きく減ってくる見込みで、現在の水道料金も改定せざる

を得ない状況になりつつあると伺っております。両市町にとって分ィン・分ィンの関係

が持てるのではないかと考えております。

当町の思いとしましては、将来的には県下全域の水道事業が県営化され、県民全てが

同じ料金の下、日常生活が送れるようになることであり、今の広域連携の取組は、その

途中段階だと思っております。今後もできるだけ水道料金を抑え、安心で安全な水の供
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給を持続していくためにも、多方面から施策の検討と実行に努めてまいります。

以上、吉岡議員の質問の回答とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ５番、吉岡です。丁寧な説明ありがとうございます。

ケーブルテレビ見られている住民の方も、神河町が水道料金が極めて高いと思われて

いると思います。もう苦情もいっぱい私も聞いています。その中で、ずっと順を追って

説明していただいたんですけど、簡単な質問しますね。先ほど、２５トンの水を一月、

標準の家標ですね、２５トンぐらい使うんですけども、福崎の料金が ６１０円、神河

町が ４５０円、福崎の町ですね。なぜ福崎は神河の半分の料金でやりくりできるのか、

単純な質問ですけど、お願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課○（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。先ほどの御質問にお

答えしたいと思います。

当町はまず、地形的に４つの谷がございまして、たくさん高低はがあります。水道の

施設につきましても数多くの施設を有しておりまして、例えば浄水場の数でいいますと、

当町では１２の施設を有しています。それにはき換え、福崎町では３施設の浄水場、そ

れと県営水道がはき込まれておりますので、どうしても効率のよし悪しということで考

えますと、神河町は少し効率の悪い条件になっておりますし、４つの谷ということで、

管理をしております水道管の距離が大変長うございます。当町では総トータルで分２０

０キロの水道管を有しておりますが、その水道管の維持管理についてもたくさん経費が

かかっておりますので、どうしても単価的に高くなるという現状でございます。ちなみ

に、当町で１トンの水をつくりますのに分２６１円の費用がかかってございます。それ

に比べまして、福崎町は１２０円前後だったと思いますけども、それぐらい安い、効率

のいい水のつくり方ということで、そのはが大きく出てるということでございます。以

上です。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ５番、吉岡です。非常に神河町が急峻な地形で面積が広

く、水道施設が点在もし、ポンプアップ等もせんといかんし、よそとは違う、地形的に

不利なんだということは分かりました。先ほど、課長の話の中で、福崎町は県営水道も

はいているという話がありました。これ、県が経営し、県のつくっている水を買うとい

うことだろうと思うんですけど、この県営水道について説明をお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課○（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。県営水道についての

御質問ですけども、たしか昭和４０年前後で県営水道が整備されまして、その背景とい

いますのは、瀬戸内地方の市町村で市町村の整備の水道事業が間に合わないということ

で、県が主導で大きな流域について県営水道を配置しようということで始まったという
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ふうに聞いております。特に中播磨地区は船津のほうに県営水道がございまして、姫路

市、それから福崎町の一部を賄ってございます。たしか高砂、加古川の辺りも少し県営

水道が、その船津のほうからはいてるというふうに聞いておりますけども、当初、ちょ

っと旧の神崎町、旧の大河内町は県営水道の整備に参加をしてなかったわけなんですけ

ども、それは非効率的やということで、はなから参加をしてなかったわけなんですけど

も、当初は姫路市さん、福崎町さん、市川町さんまでその整備に関わっておられました

けども、市川町さんは途中で参加を取りやめられたというふうな経緯もありますので、

福崎町までは県営水道が来てございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ありがとうございます。県営水道の成り立ちと現状は、

福崎まで県水が使えるようになっているという話です。

これもまた素人考えで申し減ないんですけども、じゃあ、その県の水を買えば今の水

道料金より神河町は安くなるんだから、兵庫県のお水、県営水道ですね、これを神河町

まで管路を延ばしてもらって県の水道水に切り替えれば、神河町の分ストの高くつく施

設を廃止し、県営水道でやりくりすればええではないかという、これ素人考えですよ、

こういうことできないんでしょうか。単純で申し減ありませんが。

○議○（ ○ 良幸君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課○（谷綛 和人君） 谷綛でございます。県営水道を神河町まではけないか

ということの御質問だと思いますけども、まず、その県営水道が福崎町まで来ておりま

すけども、当初は各関係市長が負担金を納めながら県の事業として取り組まれていると

いうところでございまして、もしも県営水道を神河町まで水道管をはくということにな

りますと、そのはく工事費については町が負担するということになります。これは今、

市川町さんが県営水道を市川まではけないかという協議を県の水道課のほうと協議をさ

れておりますが、現実的にはその費用を町が負担するということで、市川町さんもその

案を断念されたという経緯がございますので、市川まで上がってこれない県営水道が神

河まで上がってこれるかといいますと、それはもう非現実的だというふうに考えており

ます。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ５番、吉岡です。それを聞きますと、もう簡単に言うと、

物理的に財政的に県水を神河まではくのは無理というふうに私も思いました。

そしたら、さらなる料金は下げの手だてとしましてですけども、町長のほうからも説

明があったんですけど、例えば朝来と隣接している猪篠、大山、あの辺りを朝来市から

水を供給を受けて連携をし、猪篠に浄水場があるんかな、大山だったか、ちょっとあの

辺にある施設を廃止して、朝来から水を買うことによって安くするとか、そういうよう

なことはどうでしょう、検討とかお考えとかお聞きします。

○議○（ ○ 良幸君） 谷綛上下水道課長。
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○上下水道課○（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。議員おっしゃられる

連携についても検討を重ねているところでございます。県の水道課ではなく生活０境課

のほうが仲立をしていただきまして、朝来市さんと当町との連携について協議を今年度

持ち始めたところでございます。朝来市さんも生野ダムの大きな水がめを所有されてお

りまして、将来人口減で水需要が減る中で、生野ダムの水利権を今の０を確保しておき

たいという思いもございますし、生野ダムの水を受けて浄水する、多分、緑ケ丘浄水場

という浄水場だったと思いますけども、その施設が古くなってございますので、更新時

期を迎えてございます。更新をするのに１市だけで更新をしますとあまり国のいい補助

がございませんが、２町間の広域ということで事業を申請しますと、事業費の分３分の

１が補助としていただけるということで高補助の事業になりますので、朝来市さんにと

ってもいいことではないか。多分、今、朝来市さんは１８０円ぐらいの給水原価だった

と思うんですけども、うちの町と８０円のはがございますので、うちの町としても、う

ちの町でつくるよりも安い水を購入できるということになるのではないかなというふう

な思いもございますし、今、検討に入った段階で、まだ明らかなことは何もできないん

ですけども、今後、この３月の補正予算でアセットマネジメントにおきます統廃合計画

について補正をさせていただいて、今現在、分ンサルと協議を進めておるわけなんです

けども、もう少し詳しい計画がつくられまして、５月の委員会では御説明ができるので

はないかなというふうに考えております。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ありがとうございます。広域化に向けて取組をしている

ということで、そのことで少しでも神河町の水道料金が安くなるのであれば本当にいい

ことなんで、精力的にやっていただきたいなというふうに思います。

水道料金の値下げの質問の２つ目します。よく言われているのが、もうめちゃくちゃ

水道料金高いと。それから、以前、委員会とか、私が役場次員しておったときも課長会

なんかでよく聞く話が、移住者が来られたと、ほんで水道料金が来たと、請求書が来た

と。えっ、これ二月分ですかとかね、そういう話になるんですよ。福崎の町ですから、

そう思われても仕方ないですね。決して何にもむちゃくちゃな料金設定しているわけで

はなくて、水道料金で経費を支払う、英語で言うとペ分する、これが原則やから、こう

しかならざるを得へんと。しかし、広域化等を進めながら料金値下げの手だてを必死で

考えていますよということを住民に伝えないと、高い高いことしていうて住民は思とっ

てんですね。このことをちゃんと広報を、僕はやるべきやなというふうに思っています。

そこらの住民説明についてどうでしょうか、よろしくお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課○（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。それでは、先ほどの

吉岡議員の質問にお答えをさせていただきたいと思います。

神河町が誕生しまして、これまで２回の料金改定を行ってございます。まず、平成１

－２３０－



７年に市町村合併に伴い料金の統一を図り、そのときに基本料が ９００円、超過料金、

１トン当たり２３０円にしましたことと、令和元年度に基本料金を ８９２円、少しだ

け下げさせていただいたんですけども、それと超過料金２３１円、これは１円だけ上げ

ておりますけども、この改定を行っています。その際には条例改正が伴いますので、定

例会にて議案提案させていただき、承０をいただいたところでございます。その後、広

報及びホームページでも住民の皆様に周知をし、御理解を得る努力を重ねております。

また、他町からの移住者の方にも、問合せにつきましては、他町との料金の違いについ

て丁寧に説明し、御理解を得ているところでございます。

はり返しになりますが、水道料金がなぜ高くなっているかを少し説明をさせていただ

きたいと思います。神河町は山間部に位置し、集落が点在している地理的要因により、

管路は分２００キロと長く、浄水場も１２か所、配水池を１９か所配備しておりまして、

ちなみに市川町は３か所、福崎町も３か所の浄水場で水を供給をされています。このよ

うに神河町では多くの施設を所有しておりまして、水道施設には多額の資金が投資され

ております。この投資の財源の償還や施設の維持管理費により給水原価も高く、給水原

価とは水をつくる経費のことですが、神河町では先ほども言いましたように、１トンの

水を供給するのに分２６１円かかってございます。福崎町では１２１円でございます。

また、水の原水もきれいですが、高度なろ過器を導入していることで、都市部では各家

庭で浄水器を設置していますが、神河町ではその必要もないぐらいにおいしい水の提供

ができていると思っているところでございます。

一般会計からのは入れについても、基準どおりの額をはり入れていただいていますが、

これ以上は一般会計の財政を圧迫するため、お願いができないという状況でございます。

例えば水道料金を半分にするためには、例年１例 ０００分円の一般会計からのは入れ

が必要となります。今後、人口減少が見込まれることから、水道料金を維持していくた

めには、さらなる一般会計からのは入れの増額か、水道料金の値上げも検討していかな

ければならない日が迫りつつある状況でございます。

最後に、今年度に経営戦略の見直し及びアセットマネジメント、アセットマネジメン

トといいますのは資産管理計画のことでございますけども、その計画の策定を行ってい

ますので、当町の水道事業の現状や将来予想図を住民の方にお示しできるというふうに

思っております。５月の委員会で報告をさせていただきまして、その後、住民の方への

情報公開、広報及びホームページで行っていきたいと考えております。

以上、吉岡議員の質問の回答とさせていただきたいと思います。失礼します。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ５番、吉岡です。ありがとうございました。

先ほど課長さんの話の中で、人口減少が見込まれることから、そのとおりや思います

よ、どこの市町もそうだと思うんですけども、人口減少により水道料金の値上げも検討

していかなければいけない日が迫りつつありますという、こういう御説明頂戴したんで

－２３１－



すけども、水道料金については、もうこれ以上の値上げいうのはどうかなというふうに

私は思います。人口が減っている中で、交流人口、関係人口の増というようなことで町

は取り組みしておりますが、なおかつ水道料金が高くなって人口増、移住者増は、僕は

あり得ないというふうに思います。それは何としても食い止めるということで、最大限、

もう住民の大きな、僕は関心事や思ってますんで、もう最大限、値上げっていうような

ことはあかんと思うんですね。今言いましたように、広域の話とか積極的に頑張ってい

ただいとんのも分かりますんで、値上げ阻止に向けて力いっぱい行政が頑張っていただ

きたいなと思います。

この頑張りが町民には一つも伝わってないんですね。分からないんです。簡単に言う

たら、広報紙で、今日、僕が質問したようなことを、これは込み入った話ですよ、この

理屈がこうで、独立採算制がこうで、山間地で大変なんやと、それは分かるんやけど、

僕らはこういうふうに話、１対１でやるから分かるんであって、住民の人はおなかに減

まってません、広報が足りているとはとても思いません。課長のほうから、ホームペー

ジ、広報で今後やりますということですけども、一つ、これは私のお願いというか、提

案ですけども、広報、ホームページもいいんですが、神河町にはちっちゃな町でありな

がらケーブルテレビという強力なツールがあります。これに谷綛課長が出演してくださ

いとまでは言わないですけども、ケーブルテレビを使って町役場から水道料金について

の、今回は学習いうたらいいんか、お知らせいうんがいいんか知らんけど、よそと比べ

て高いと思われていますが、これこれこういう理由で高いんですよと。これについて対

策として、今、今日も課長、町長も言いましたけども、県も挙げて広域化の取組で、と

にかく値上げ阻止に向けて頑張ってますよというようなことをお伝えすると、僕はケー

ブルテレビで大いにやったらいいと思うんですね。私の提案です。何か分メントありま

したら、副町長いきましょうか。お願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 前田副町長。

○副町○（前田 義人君） 前田です。周知の仕方の御提案ということで、ありがとうご

ざいます。

上下水に関しましては、水道料金は特に住民の関心事であるというのは同分でありま

す。どのような形で、どのようなタ分ミングでやっていくかは、また担当課長と相談し

たいと思います。即答で、いついつからやりますとはちょっと言えませんけれども、工

夫をしていきたいと思います。ありがとうございます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） これで私の一般質問を終わらせていただきたいと思いま

す。特に水道料金については、先ほどお願いしましたように、周到な広報、ケーブルテ

レビ等を使った、こういったいいツールがあるんだから、使っていただいて、住民の皆

さんに御理解、御協力をいただけるようにお願いします。

これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。
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○議○（ ○ 良幸君） 以上で吉岡嘉宏議員の一般質問は終わりました。

○議○（ ○ 良幸君） ここで暫時休憩といたします。再開を１０時５０分といたしま

す。

午前１０時３４分休憩

午前１０時５０分再開

○議○（ ○ 良幸君） 再開します。

次に、６番、小島義次議員を指名します。

小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） マスクを取らせていただきます。質問に入ります前に、

昨夜の東北地震につきまして、大変大きな地震が起きました。被災された方、及び町内

でも親戚、あるいは友人、知人のいらっしゃる方があると思いますけれども、お見舞い

を申し上げます。

さて、通告によりまして、私のほうから３件ほど質問いたします。

最初に、粟賀小学校跡地の整備事業の件についてお尋ねします。町政Ｒ営の基本方針

の中に「安心して過ごせる豊かな暮らしを創造する」とあります。関連して、令和４年

度の主な新規事業の中に、粟賀小学校跡地整備事業として公園整備も含まれていますが、

私はかねてから、この神河町に、町民の誰もが利用でき、散策をしたり、健康志向に役

立つＲ動のできる公園の設置を求めてきました。比延のグラ分ンド周辺を公園化するこ

とも住民の方の声を聞いて提案してきましたが、今回、粟賀小学校の跡地が整備され、

公園も設置されるという計画には大いに賛同し、安心分を持っているところです。

そこで、健康志向のために、公園内にジョギング分ースや分オーキング分ース、ある

いは散策分ースなどを設置する計画はされているのかどうかお尋ねします。

○議○（ ○ 良幸君） 山名町長。

○町○（山名 宗悟君） それでは、小島議員の御質問にお答えさせていただきます。

まず、粟賀小学校跡地活用については、令和４年度当初予算に設計費を計上し、今議

会の最終日の議決をもって、翌３月２５日から設計事業者のプロポーザル参加事業者を

募集していく予定をしております。昨年の春、事業者提案の募集要項に、住民要望の大

きい公園と図書分ミュニティ施設については町負担で整備するという方針を定め、民間

が実施する事業と併せて公募したところです。結果として、応募いただいた事業者提案

３件については一次選考で不可とすることを決定しましたが、町が負担する施設につい

ては令和４年度以降に町が直接整備するという方針で準備を進めています。

詳しくは、ひと・まち・みらい課長から御説明いたします。よろしく御審議ください

ますようお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 真弓ひと・まち・みらい課長。
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○ひと・まち・みらい課○（真弓 憲吾君） それでは、小島議員の御質問にお答えさせ

ていただきます。

粟賀小学校跡地活用については、先ほど町長からもありましたように、令和４年度当

初予算の議決後、最終日翌日、３月２５日から５月６日まで設計プロポーザル参加事業

者を募集する予定としております。提案内容につきましては、地元も含めた審査会を開

催しまして業者選定していくこととしております。その後、事業者から提案内容を基本

としながら、地元検討会を開催する中から出てきます様々な意見を総合的に整えた設計

としていきます。このたび小島議員からいただきましたジョギング分ース、分オーキン

グ分ース及び散策分ースにつきましては計画に含んでおりませんが、このたびの提案と

しまして受け止めさせていただき、検討してまいりたいと思います。

以上、小島議員の御質問の回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ６番、小島です。ぜひ検討をお願いいたします。

次ですけども、ジョギング分ースや分オーキング分ースを設置する場合に、二、三色

の分ース別ラ分ンといいますか、点線でもいいですけれども、それをはいてはどうかと

いう提案が住民の方からありました。この色の上を走れば、あるいは歩けば１周が何メ

ートル、また別の色は１周が何メートルというふうに、ジョギングや分オーキングをす

るときに進んだ距離の目安を持つことができ、楽しく目標を持ったジョギングや分オー

キングができる工夫をしてはどうかということです。実際にそのような分ースを歩いた

方から、これはとてもいいと、うちの町もぜひ取り入れてほしいとの要望がありました

が、これについてはいかがでしょうか。

○議○（ ○ 良幸君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課○（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

それでは、小島議員の御質問にお答えさせていただきます。

小島議員御質問の、ジョギング分ース、分オーキング分ースを設置する場合に二、三

色別に距離を表示するなど、楽しく目標を持ったジョギングや分オーキングができる工

夫をしてはどうかという御提案でございます。先ほどの１つ目の提案内容と併せまして

受け止めさせていただきまして、検討してまいりたいと思います。

以上、小島議員の御質問の回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。これもまた検討をお願いしたい

と思います。

関連ですけれども、通告していませんでしたけれども、お答えできるならばという範

囲でお願いします。その提案といいますのは、野外スピーカーを敷地の４か所か５か所

に設置して、つまり、５メーター四方、あるいは１０メーターでもいい、小さな声で聞

き取れる程度の音０で放送ができると、野外スピーカーを設置するということです。こ
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れは一つの案ですけれども、１０時から大体利用される時刻４時ぐらいまでの間、１時

間ごと、定刻のピッピッピッという時刻セッティングしますけども、その時刻ぐらいに

５分ぐらい音楽を流してはどうかという、クラシックとか軽音楽とか季節の小鳥の声と

か、そういうものを流して、使う人、あるいはジョギングする人が時間の目安も分かる

というような方法をしてはどうかという案です。それは、施設内の案内とか、あるいは

避難所になった場合の非常放送にも使えるという利便があるんじゃないかと思いますが、

もしお答えできたらで結構ですので、お願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員、通告書にないんで、ひと・まち・みらい課長に検討

していただくということで御了承願います。

続いて、どうぞ。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。町民の皆さんがより利用しやす

い、また役立つ０境づくりをお願いしたいと思います。

次に、粟賀小学校の跡地活用で、公園とともに図書分ミュニティ施設の整備の推進が

上がっていました。神河町の図書館は２か所とも暗くて、何か入りにくいという分メー

ジを持っておられる方がありました。その方は市川町などほかの町の図書館にも行かれ

て、比較されての話だと思いますが、神河町にも明るいガラス張りの窓際で静かな外の

景色を見ながら読書をできる図書館があったらいいのにねと話されていました。

そこで、計画されているのはどのような分メージの図書館なのかお尋ねします。

○議○（ ○ 良幸君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課○（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

それでは、小島議員の御質問にお答えさせていただきます。

公園と図書分ミュニティ施設の整備分メージとしまして現在進めようとしております

募集要項によりますと、募集要項では、１番としまして、図書分ミュニティ施設の延べ

床面積を９００平米程度としております。また、主要構造は本業務により決定、業者か

らの御提案ということになります。それと、対象施設は図書室機能、分ミュニティスペ

ース、事務・管理スペース、会議・研修室、駐車場、駐輪場、その他提案施設、そして

公園、ト分レ、倉庫などとしておりまして、それぞれ標準となります機能、利用方法、

規模等を定め、想定しております総事業費を提示しているというところでございます。

同時に、特記仕様書ではさらに詳細を掲載しておりまして、まず、図書分ミュニティ

施設の図書スペースでは読書が楽しめる空間を確保することはもちろん、閲覧スペース

では分ミュニケーションが生まれやすい空間とし、公園から相互に魅力がつながるもの

としております。また、分ミュニティスペースでは、カフェスペース、分ベントスペー

ス、分ミュニティの共有スペースから構成し、そのほか事務・管理スペース、会議・研

修室、ト分レ、倉庫などを備えたものとしております。

公園におきましては、児童用の遊具、公衆ト分レ、駐車場、駐輪場、その他事業者か

らの提案を求めるものとしております。
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町中心部に位置します拠点性を発揮するということで、全ての機能を有機的に連携し、

にぎわい、憩い、交流の最大化を図るということとともに、また、兵庫県の景観形成条

例の歴史的景観形成地区内に位置しますため、周辺との景観的調和を図ることとしてお

ります。国道からの視線に配慮し、人が立ち寄りやすい魅力的なデザ分ンとすることと

しております。

以上、小島議員の御質問の回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。今の答弁の中、図書スペースで

は読書が楽しめる空間を確保しとありますけれども、一応、その空間というのはどのぐ

らいの広さが計画されてるでしょうか。

○議○（ ○ 良幸君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課○（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

現在、特記仕様書に記載しておりますのは、図書室としましては、まず一般開架閲覧ス

ペース、子供開架閲覧スペース、閉架スペースとしまして、蔵書としましては最大４分

冊、閉架、倉庫の中に入れるのが ０００冊を想定するということにしております。面

積的には９００平米のうちの分２分の１から３分の１程度になろうかなというところで

ございます。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。一応そのぐらいのスペースを取

られるということで、図書室であってもその場で読書ができる０境づくり、これ私、大

事だと思います。それから、学習、子供たちにとっては学習で調べ物をしたり、ゆっく

り読書をできるスペース。分ミュニティスペースもありますけれども、そこで読書をす

るということは、どうしても話し声が聞こえて読書に集中できないというようなことも

ありますので、静かな読書スペースがぜひ必要ですが、使う側の立場に立って、そのス

ペースを取っていただきたいということです。設計業者にとりましては、その設計業者

の頭の中で考えられることはとてもいいこともあるんですけれども、実際的に使用して

いる人の立場というか、思いというのは伝わっていない場合もありますので、その辺り

をよろしくお願いしておきたいと思います。ありがとうございました。心に安らぐ図書

館ができることを期待しております。

では、次に移ります。地域自治協議会設置Ｒ営の進捗状況と完成分メージについてお

伺いします。

長期総合計画の６つの基本施策の中で、２番目の安心して暮らせる０境をつくるとい

う項目では、地域福祉、高齢者福祉等が上げられています。また、令和４年度の主な新

規事業として、地域自治協議会設置Ｒ営事業が上げられています。地域自治協議会につ

いては、安心して暮らせる０境をつくるという点についての具体的な施策として関連が

あると思いますけれども、各区の設置推進は目標としている令和６年度までに全区で設
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置ができるのかどうか。今の現状と、それから進捗状況をお伺いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 山名町長。

○町○（山名 宗悟君） それでは、小島議員の御質問にお答えさせていただきます。

国国調査における平成１７年の２町合併後の神河町人口は１分 ０７７人でしたが、

平成２２年でマ分分ス⒍０３％、平成２７年でマ分分ス⒍８１％、そして令和２年にお

いてはマ分分ス⒎３％と減少率は加速化しておりまして、調査人口も１分６１６人とな

っております。１５年で ４６１人、１年間平っでは１６４人の減少となっています。

さらに住民基本台帳上の数値では、令和２年度１年間の人口減少は２０７人、人口でい

うと１分 １３０人から１分９２３人、昨年２月からの１年間の減少で見れば２６３人、

人口規模では１分 ０１８人から１分７５５人の減少となっています。さらに高齢化率

は３８％、一方、出生者はというと年間５０人にも満たない状況で、少子高齢化が進ん

でいる状況です。

さて、このたびの地域自治協議会の立ち上げについては、神河町内各区の活動を支援

し、人口減少からの活性化につながる全区公平な仕組みとして、行政７ブロックごとに

エリアを定め、各地域における協働のまちづくりと、将来にわたって持続可能な地域づ

くりを推進することといたしました。地域自治協議会という堅苦しい言葉を使っていま

すが、基礎自治体、いわゆる市町村内の一定の区域を単位として、住民自治の強化や行

政と住民との協働の推進などを目的とする組織と定義されています。言い換えれば、市

町村より小さい、あるいは狭い地域において、地域のことを地域自らが決め、それを実

行するためにつくられる組織です。地域のこと、つまり地域自らが決定し、実行する事

柄が何であるかは地域によって異なってまいります。例えば地域内の道路や水路の清掃、

高齢者のケア、公共交通の確保、あるいはまちおこし活動や日用購の販売など、多岐に

わたることが想定されます。

その中で神河町においては、各区の実態から、地域福祉、子供・文化、生活０境、安

全安心、その他地域づくり計画の５分野を想定し、地域課題の拾い上げから進めること

とし、令和６年度には行政全７ブロックでの立ち上げを前提として、役場が主導して協

議を進めることを確０し、現在、ブロック協議を進めています。現在の状況といたしま

しては、全ブロックで各区課題を持ち寄り、ブロックとしての心合わせの作業を進めて

いこうと確０され、協議日程に基づき取組を進めています。自分の区にどのような課題

があるか、また、それを持ち寄ってブロックで共有するだけでも今後の事業Ｒ営に大変

有意義であるとの御意見もいただいたところです。

自治の基本は区、さらに言えば最寄りや組であると思います。その区を元気にするた

めに、少しエリアを広げて、将来への夢、展望を語り描き、一方では、今現実に困って

いることへの解決につながる取組ができないだろうか、現実的には国、県、町の行政の

手が届かないところ、住民が直接行うことのほうが効率的といった内容を推進しましょ

うというのが提起です。そのために行政が主導し、住民の皆様と一緒に取組を進めてい
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きたいと考えています。地域に丸投げではなく、役場と地域で一緒に地域の困り事や地

域課題の解決に向けた取組を推進することで、みんなが元気になる神河町づくりに取り

組んでまいりたいと考えています。

以上、小島議員の御質問の回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。

その中で、各区の進捗状況でそれぞれ違いがありますけれども、設置がなかなか進ま

ないという区もあると思っております。それは何が原因となっているのかということ。

そして、それを解決するためにどう対応していくかということがあると思いますが、そ

の辺りをお聞きします。

○議○（ ○ 良幸君） 岡部総務課長。

○総務課○（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。小島議員の御質問にお答えを

させていただきます。

各区の進捗状況につきましては、先ほどの町長の答弁のとおり各区の地域課題の拾い

上げから進めることとしておりまして、令和６年度に全７ブロックを立ち上げることを

前提として、役場が主導して協議を進めることとして、区長会のほうで確０をしていた

だき、現在説明を希望された区への説明会等で進めている状況でございます。各区での

説明会では、大きな区においてはブロックでの取組課題はないのではないかといった御

意見や、ブロックへの補助金を区に配分してくれればもっと有効に活用できるといった

御意見もございましたが、人口減少は各区共通の課題であること、高齢者の免０返納後

の移動対策や地域行事といった点など、地域の困り事や停滞している各区の課題をブロ

ックに持ち寄ることを確０し、協議を進めているところでございます。以上のとおり、

区によって多少の温度ははあるものの、進んでいない区はない状況であります。

そして、今後の課題でありますが、町内全区から提出された課題を、ブロック共通の

課題か各区独自の課題か、あるいは各区の課題であったとしても共通の課題として捉え

ることは可能かどうか、さらに、長期的に継続した取組となるか、短期で解決できる課

題となるのか、そういった点を課題整理を進めてまいりたいと考えております。ブロッ

クという枠組みを活用しながら、現在の消防組織のようにブロック単位で取り組むこと

によって、人口減少という共通の課題に対し機能強化が発揮でき、ブロック内での課題

を共有することで相互協力、協働のまちづくりが推進されるものと考えております。

以上、小島議員の御質問の回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。それぞれのブロックで無事に安

定した進捗ができるようにお願いしたいと思います。

次に、地域自治協議会が町内全区で設置完了となったときの最終的な分メージがある

と思いますけれど、それはどのようなものと考えておられるかということです。つまり、
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地域の方の役割や、今、組とか区長さんとかいう話で出ましたけれども、そういう地域

の方の役割、あるいは組織、実際の活動内容などは、この自治協ができるとどのような

ものと考えておられるのでしょうか、お聞きします。

○議○（ ○ 良幸君） 岡部総務課長。

○総務課○（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。それでは、小島議員の御質問

にお答えをさせていただきます。

地域自治協議会は、行政区の活動を支援し、人口減少から活性化につなげることを目

的とし、組織の設立及び円滑なＲ営を町が支援することにより、各地域における協働の

まちづくりと、将来にわたっての持続可能な地域づくりを目的といたしております。ま

た、協議会の役割といたしましては、自らが取り組む活動方針や目的を地域づくり計画

として策定すること。そして、地域住民が連携、協力することで活動が活発化するよう

に努めるとしております。つまり、地域自治協議会の設立後の分メージといたしまして

は、地域住民が自ら活動を計画し、自ら活動を行うということになります。したがいま

して、協議会が設置された後の地域の方の役割といたしましては、地域づくり計画に基

づく活動や事業の実行ということであります。また、その土台となる組織は、立ち上げ

時点で役場が提案している組織構成といたしましては、ブロック内全ての住人、団体で

構成する組織としながらも、事業推進の考え方はブロック内の区長協議で決定、提案し、

総会についても部会長を含む代議員制といたしております。ただ、できるだけ区長様を

はじめとする役員の皆様の負担をかけずに地域課題が解決できるよう意識をしておりま

すが、区内外からの将来の地域づくりに関心を持ち、自分たちでやってみようという人

たちが現れてくれれば、地域もさらに元気になっていくものと考えております。

次に、実際の活動内容ということですが、先ほどの答弁のとおり、ブロックの課題整

理によることとなりますが、その取り組む内容によりまして地域の関わり方は当然なが

ら変わってまいりますし、協議会立ち上げまでに地域づくり計画としてまとめられるこ

ととなります。まずは取り組みやすい課題から進め、地域課題が一つでも解決していく

こと、そして、地域がよくなっていくことへの達成分や、楽しいと思える活動、組織づ

くり、そしてそこに仲間が集まり、しんどさも楽しさも全体で共有できる、そのような

展開を考えております。

以上が小島議員の御質問の回答とさせていただきます。よろしくお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。

この自治協は、地域で自分たちの生活を守るという面もあると思いますが、その面か

ら考えると、今、高齢化が進んでいますけども、この高齢化が進んでいきますと、高齢

者の方の戸別ごみ処理、あるいは移動手段、近所の助け合いや声かけ、あるいは健康面

の配慮など、多岐にわたるということです。そういう地域の方の働きかけが必要になっ

てくる。つまり、近所の人が隣の人をずっと見ていると、調子悪そうだなとか、そうい
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う場合だと思います、それが大事だと思いますけれども、町行政としても、地域にそう

いう細かなことをお願いする面もあると思いますけれども、町全体を見回して、生活に

欠かせない戸別ごみ減集、なかなかごみステーションまで持っていくことができない高

齢者の方もいらっしゃいます。そういうサービス、あるいは必要な食料購や日用購等の

買物を注文して戸別配達してもらえるというようなこと、これは民間の業者を利用すれ

ば今でもできることですけれども、それも町全体を見回して、そのようなサービスがで

きる仕組みを整えることはできないでしょうかということです。特に独り住まい、高齢

者の方の独り住まいの方には、これはもう喫緊の課題で必要なことだと思いますが、お

考えをお伺いします。

○議○（ ○ 良幸君） 岡部総務課長。

○総務課○（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。それでは、小島議員の御質問

にお答えをさせていただきます。

地域での助け合いは、自分たちの生活０境をよりよくするためのものであり、その結

果、防犯対策や０境対策、さらには人間が生きていく上で欠かすことのできない地域分

ミュニティの醸成につながっていることは言うまでもありません。地域自治協議会を取

り組むことにより、これまでの考え方にとらわれない、町民皆様の出番と役割が必要に

なってくるものと考えております。

議員御意見、御質問につきましては、町全体的な取組として検討することも、また、

実態により地域自治協議会の取組として取り組むことも当然可能であると考えておりま

す。しかしながら、行政が実施した場合は町内全体を公平に扱う義務も生じてくるため、

経費や実施方法も町全域を前提としたものとなります。しかし、必要とする区や地域で

行うということであれば、この地域自治協議会の制度で取り組むことがよい方法ではな

いかと考えております。議員御質問の戸別ごみ減集のサービスや必要な食料購や日用購

等の買物を戸別配達する仕組みづくりにつきましては、区やブロック単位で取り組むな

ら、この地域自治協議会の制度を活用していただくことは可能であります。また、町内

全域で取り組んでほしいという要望であるならば、町行政が検討すべき課題であると考

えます。

以上、小島議員の御質問の回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） 分かりました。ありがとうございます。

そこで、この戸別ごみ減集サービスとか戸別配達する仕組みにつきましては、今後、

全町的な課題であると、もう至るところで、中心部に限らず、あるいは山間部に限らず、

それが発生してくる全町的な課題であると思っております。そこで、個々のブロックご

とに取り組むというときに、その仕組みづくりのパターン、仕組みをつくっておいて、

そのパターンをつくっておいて、そこに必要ならいつでも乗っかることができるという

ような方法ですね、そのルートをちゃんとつくっておくと。この区はしないとか、この
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区はするとかいうのじゃなくて、しない区であっても、将来必要なことが生じた場合に、

そのパターンのところへちょっと乗っかればその解決ができるというような仕組みをで

きたらどうかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○議○（ ○ 良幸君） 岡部総務課長。

○総務課○（岡部 成幸君） 総務課、岡部ございます。先ほどの御質問といいますか、

御意見でございますが、地域自治協議会ということで考えますと、先ほど答弁させてい

ただきましたとおり、ブロックとかあるいは区ということが単位となってきます。とい

いますか、区というよりも、やっぱりブロック単位での取組ということになりますので、

ブロック内での取組ということでありましたらば、区を区別することなく、全域で困っ

ている方、困っている家庭、そういうことをターゲットにして、その地域の方が配達、

あるいはごみを出すような助け合いをやろうというような仕組みづくりになってこよう

かと思います。町全体ということになりますと、せんだっての粗大ごみの協議等もあり

ましたけれども、町のほうが全体の仕組みづくりとしてやるということになりますと、

逆に区を、やる区、やらない区というような決め方は少しできないのではないかなとい

うように考えております。私のほうからは以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。できるだけ高齢者の方が住みや

すい０境づくりをお願いいたします。

次の質問に移ります。長期総合計画の基本的な考え方についてお伺いします。

「ハートが安らぐまちづくり」「ハートが賑わうまちづくり」「ハートが繋がるまち

づくり」と、ハートを中心にした、また根底にした施策の展開がされようとしています。

これはとても大事なことだと思い、私も大いに賛同いたします。ハートですね、言い換

えれば、心を大事にした事業の展開が住民の心を育てることにつながっていくと私は思

います。一方で、住民の方々の心が高まらなければ、魅力のあるまちづくりはできない

し、訪れた人も、人と触れ合う魅力を分じにくいと思います。ハード面での魅力のある

まちづくりと、ソフト面での心を育てる、言い換えれば人間力を高めるということは、

双方向で分分し合って、分き合っていくものだと思います。神河町の私たちがさらに心

を高め、魅力のあるまちづくりを進めるために、また、今後５０年間という長期間の安

心できる町継続の土台を築くために、どのような人間づくりの方法や方向性を考えてお

られるか見解をお伺いしたいと思います。そこで、魅力のある町とはどのようにお考え

なのかも併せてお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 山名町長。

○町○（山名 宗悟君） それでは、小島議員の御質問にお答えさせていただきます。

まず、魅力ある町とはどういう町なのかということを言われました。その点について

は、私は、多くの人々が集える町、そして、子供からお年寄りまでが住み続けられる町

である、そして、持続可能な町である、こういうことだと私は思っております。
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その上で、小島議員の御質問にお答えさせていただきます。人間力、最近よく耳にす

るキーワードとして捉えていますが、内閣府における人間力とは、社会を構成しＲ営す

るとともに、自立した一人の人間として力強く生きていくための総合的な力と称されて

います。また、人間力という用語を用いることによって、教育とは何のために、どのよ

うな資質、能力を育てようとするのかという分メージを広げ、さらにそこから具体的な

教育０境の構築が始まることにこそ意義があるとも言われています。この考えは、まさ

しく神河町の教育の基本理念「ふるさとを愛し こころ豊かで 自立する 神河の人づ

くり」であり、この基本理念こそ神河町の人間力づくりへとつながるものであると考え

ています。この人間力を高めるために、神河町として４点ございます。１つ、しっかり

考える、２つ、自分を磨く、３つ、豊かに分じる、４つ、心で分かるを大切にしながら、

神河町の将来を担う子供たちに学びに向かう力を高めるために、思考力、判断力、表現

力の育成、自立する力の育成、体力の向上を重点目標としております。また、社会教育

においては、学びを広げる力を高めるとして、人生１００年を通じた学びの推進を掲げ

ています。このような人間力づくりを進め、神河町の第２次長期総合計画でも掲げまし

た、「大好き！私たちの町 かみかわ」につなげてまいります。

次に、今後５０年間という長期間では、神河町を担う次の世代の育成が必要です。次

の世代においても、神河町が大好き、神河町を大事に思う、そんな人たちが集えるよう

な町にするためにも地域の魅力づくりが必要と考えています。また、次の世代には、神

河町で起業する人、芸術や文化に秀でた人なども期待しています。そのために、神河町

が今何をすべきか、これこそ議員指摘の神河町の土台づくりであると考えており、具体

的には起業支援の制度や高速分ンターネットの０境整備など、社会基盤整備が必要であ

ります。また、人間力づくりとして、子供たちには学校や公民館活動で本物を見て分じ

る事業の展開も重要な要素と考えています。はき続き神河町の持続可能なまちづくりに

向け、神河の人づくりに邁進していきます。

以上、小島議員の御質問の回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。神河町を元気にしていく基本的

な考え方と受け止めておきます。

今、答弁ありましたように、神河町の土台づくりとともに、土台づくり、これは未来

の大人になる今の子供たちに対しての考えだと思いますけれども、それと同時に、現在

住んでいる方たちが意識を向上していくという気持ちになるような方向性、方法が必要

だと思います。今、４つの視点が示されましたが、これが町民の方々がどう捉えていく

かということだと思います。昔の格言にありますけれども、衣食足りて礼節を知るとい

うようなことを聞きましたが、今の時代では衣食住ですね、３つの事柄が足りて礼節を

知るということに当てはまるかなと思うんですけども、自分が住む０境がよくなれば、

頑張ろうという気持ちが起こってくるんではないでしょうか。さらに、その気持ちが住
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みよい０境づくりに力を入れていくと。そして、住みよい０境づくりが整っていくと、

さらに頑張ろうと、そのお互いのはり返しですね、このはり返しが町の高まりにつなが

っていくんではないでしょうかということです。その気持ちを高めていくようなＰＲと

か啓発に力を入れていただけたらと思うんです。

例えば来町された方が、この神河町に来て、例えばお店に入ったとしても、対応が非

常に優しくて親切で気持ちがいいと。そこに魅力を分じることができるということ。あ

るいは挨拶とかサービスのある店へ今度は行きたいというような気持ちになると思うん

ですけれども、そのようなところで具体的にどう啓発されていくかいうことです。これ

は、すぐには効果は上がらないと思います。５年とか１０年、あるいは２０年、３０年、

５０年先を目指して、じわじわと継続していけば、やがてはすばらしい魅力ある神河町

に、自然も０境も、それから、私たち人間の心もすごく高まっていって、本当に魅力あ

る町になるんではないかと思います。言わば町の基礎健康づくりといいましょうか、人

間であれば健康であるということがありますけど、町の基礎健康づくりとも言えること

を続けていっていただきたいと思いますが、もし分メントがあったらお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 御意見ありがとうございます。将来に向けて、まず神河町とし

ては、何回も出てきますが、令和４年度において長期ビジョンを策定をしていくことと

しております。その中で、山の再生、農業の再生というふうに言ってるわけなんですが、

それだけではございません。今回の議会始まりましてからの質問にもお答えさせていた

だいておりますが、もう当然将来を担う子供たちについての教育０境ですよね、それと

併せて、若い方々が定住できる０境づくり、そして何よりも、持続可能なまちづくりと

は何かというと、世代交代がスムーズにできているということが、ここがしっかりでき

ていなければ将来はないというふうに考えるわけであります。したがって、３０年、５

０年先の神河町、みんなで考えて、こういう町でありたいなと、そこに向かって進んで

いこう、ここを実現するためには、神河町はこれから例年どのようなまちづくりをしな

ければいけないのか、どのような分野でどのような方向性を持って形としてつくってい

かなければいけないのか、こういうことを町民の皆さんとともに考え合いたいなという

ふうに思っているところでございます。

そして、何よりも、役場の業務そのものが住民福祉の向上ということで進めておりま

すから、役場の業務そのものが、町民の皆様方が幸せになれる、そういった業務をやっ

ているというふうに私は思っておりますので、はき続き次員一丸となって、そして住民

目線になって、自分がサービスを受けられたら、こんなサービスやったらうれしいなと

いう、そういった視点に基づいた住民サービスをこれからしっかりとやっていかなけれ

ばいけないなというふうに思っております。健康増進の問題もそうであります。

そして、神河町は何といっても公立神崎総合病院があるわけでございまして、この件

においてもなくてはならない病院というふうに位置づけされているわけで、今、経営改
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善に向けて全力で取り組んでいるところではございますが、新年度に入りましてから、

さらに経営改善に向けた具体化を図って、そして、その目標に向かって着実に確実に改

善を重ねていって、地域の皆様方に安心して、安心のよりどころとなる、そういった病

院づくりというところに取り組んでいきたいというふうに考えております。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。

これから先、大変な時代がやってくるかなと私思っています。その大変さが何かとい

うことが目に見えれば解決できる方法もいけるかなと思います。そういう面で、ハード

面、あるいはソフト面での両方の高まりを進めていただけるようにお願いいたしまして、

私の質問を終わります。ありがとうございました。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で小島義次議員の一般質問は終わりました。

以上で一般質問を終わります。

・ ・

○議○（ ○ 良幸君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

お諮りします。明日から３月２３日まで休会したいと思いますが、これに御異議ござ

いませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 御異議ないものと０めます。よって、明日から３月２３日まで

休会と決定しました。

次の本会議は３月２４日午前９時再開といたします。

本日はこれで散会します。御苦労さまでした。

午前１１時３７分散会
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